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定
期
検
査
終
了
後
の
原
子
力
プ
ラ
ン
ト
再
稼
働
に
つ
き
判
断
す
る
基
準
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
一
日
に
細
野
�
志
原
子
力
事
故
担
当
大
臣
が
発
表
し
た
「
原
子
力
組
織
制
度
改
革
法
案
等
の
閣

議
決
定
に
当
た
っ
て
」
に
は
、
「
新
し
い
原
子
力
安
全
規
制
の
体
制
を
早
期
に
発
足
さ
せ
る
こ
と
は
、
喫
緊
の
課
題
」
、

「
発
電
用
原
子
炉
に
つ
い
て
運
転
で
き
る
期
間
を
原
則
と
し
て
四
十
年
と
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
原
子
力
組
織
制
度
改
革
法
案
」
は
、
「
電
力
供
給
の
手
段
と
し
て
、
今
後
も
原
子
力
発
電
を
活
用
す
る
こ
と
」
を
前
提

と
し
て
作
成
さ
れ
た
法
案
だ
と
考
え
て
間
違
い
な
い
か
。

二

定
期
検
査
前
の
原
子
力
プ
ラ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
稼
働
中
で
あ
る
。
他
方
、
定
期
検
査
を
終
え
た
原
子
力
プ
ラ
ン

ト
の
再
稼
働
に
つ
い
て
は
、
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
終
え
、
原
子
力
安
全
・
保
安
院
の
評
価
や
原
子
力
安
全
委
員
会
の
確
認
を

受
け
た
と
し
て
も
、
再
稼
働
に
つ
い
て
は
「
政
治
判
断
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
判
断
時
期
や
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
不
明

で
あ
り
、
再
稼
働
の
見
通
し
は
不
透
明
だ
。

常
識
的
に
は
、
各
機
器
の
点
検
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
機
器
の
交
換
や
修
理
を
行
っ
た
「
定
期
検
査
後
の
プ
ラ
ン
ト
」

の
方
が
「
定
期
検
査
前
の
プ
ラ
ン
ト
」
よ
り
も
安
全
性
が
高
い
状
態
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
野
田
内
閣
は
、
「
定
期
検
査
前
の
プ
ラ
ン
ト
」
は
安
全
で
あ
り
、
運
転
を
続
行
し
て
も
問
題
な
い
と
考
え
て
い

一



る
の
か
否
か
を
伺
う
。

三

野
田
佳
彦
内
閣
総
理
大
臣
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
於
い
て
、
谷
垣
禎
一
議
員
の
質
疑
に
対

し
、
「
安
全
性
を
徹
底
的
に
検
証
、
確
認
さ
れ
た
原
発
に
つ
い
て
は
、
地
元
自
治
体
と
の
信
頼
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
を
大

前
提
と
し
て
、
定
期
検
査
後
の
再
稼
働
を
進
め
ま
す
」
と
答
弁
し
て
お
ら
れ
る
。

翌
九
月
十
五
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
於
い
て
は
、
重
野
安
正
議
員
の
質
疑
に
対
し
、
「
定
期
検
査
で
停
止
中
の
原
子
力
発

電
所
の
再
起
動
に
つ
い
て
は
、
（
中
略
）
地
元
の
理
解
や
国
民
の
信
頼
が
得
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
も
含
め
、
政
治
レ
ベ

ル
で
総
合
的
に
判
断
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
」
と
答
弁
し
て
お
ら
れ
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
次
の
質
問
を
す
る
。

�

谷
垣
議
員
に
対
す
る
答
弁
の
「
安
全
性
を
徹
底
的
に
検
証
、
確
認
さ
れ
た
原
発
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
検
証

方
法
、
確
認
方
法
を
経
て
、
ど
の
よ
う
な
要
件
を
満
た
し
た
原
発
を
指
す
の
か
。

�

谷
垣
議
員
に
対
す
る
答
弁
の
「
地
元
自
治
体
と
の
信
頼
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
を
大
前
提
と
し
て
」
と
は
、
地
方
自
治

体
の
長
の
同
意
を
「
再
稼
働
に
不
可
欠
な
条
件
」
と
す
る
こ
と
な
の
か
否
か
。

�

定
期
検
査
後
の
原
発
の
再
稼
働
に
つ
い
て
、
前
記
二
点
以
外
に
満
た
す
べ
き
条
件
は
あ
る
の
か
。
あ
る
と
す
る
な
ら

二



ば
、
具
体
的
に
列
挙
さ
れ
た
い
。

�

重
野
議
員
に
対
す
る
答
弁
の
「
地
元
の
理
解
や
国
民
の
信
頼
が
得
ら
れ
て
い
る
か
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
手

法
で
判
断
す
る
の
か
。
例
え
ば
、
国
に
よ
る
世
論
調
査
や
住
民
投
票
を
行
う
と
い
う
こ
と
な
の
か
。

�

「
地
元
の
理
解
」
で
言
う
「
地
元
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
範
囲
な
の
か
。
対
象
と
な
る
具
体
的
な
市
町
村
名
を
伺

う
。

�

仮
に
既
に
定
期
検
査
を
終
え
た
原
発
の
再
稼
働
が
実
現
し
た
場
合
、
来
年
以
降
の
定
期
検
査
後
に
も
、
同
様
の
プ
ロ
セ

ス
を
経
た
後
に
再
稼
働
の
是
非
を
判
断
す
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

三


